
  

○ 離 島 振 興 法 新 旧 対 照 表 
 

改 正 案 現   行 
 （ 目 的 ） 

第 一 条 こ の 法 律 は 、 我 が 国 の 領 域 、 排 他 的 経 済 水 域 等 の 保 全 、 海 洋

資 源 の 利 用 、 自 然 環 境 の 保 全 等 に 重 要 な 役 割 を 担 つ て い る 離 島 に つ

い て 、 産 業 基 盤 及 び 生 活 環 境 の 整 備 等 が 他 の 地 域 に 比 較 し て 低 位 に

あ る 状 況 を 改 善 す る と と も に 、 離 島 の 地 理 的 及 び 自 然 的 特 性 を 生 か

し た 振 興 を 図 る た め 、 地 域 に お け る 創 意 工 夫 を 生 か し つ つ 、 そ の 基

礎 条 件 の 改 善 及 び 産 業 振 興 等 に 関 す る 対 策 を 樹 立 し 、 こ れ に 基 づ く

事 業 を 迅 速 か つ 強 力 に 実 施 す る 等 離 島 の 振 興 の た め の 特 別 の 措 置 を

講 ず る こ と に よ つ て 、 離 島 の 自 立 的 発 展 を 促 進 し 、 島 民 の 生 活 の 安

定 及 び 福 祉 の 向 上 を 図 り 、 あ わ せ て 国 民 経 済 の 発 展 及 び 国 民 の 利 益

の 増 進 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と す る 。 
 
 （ 離 島 振 興 基 本 方 針 ） 

第 三 条 国 土 交 通 大 臣 、 総 務 大 臣 及 び 農 林 水 産 大 臣 は 、 離 島 振 興 対 策

実 施 地 域 の 振 興 を 図 る た め 、 離 島 振 興 基 本 方 針 を 定 め る も の と す る 。

２ 離 島 振 興 基 本 方 針 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 定 め る も の と す る 。

 一 離 島 の 振 興 の 意 義 及 び 方 向 に 関 す る 事 項 
 二 本 土 と 離 島 及 び 離 島 と 離 島 並 び に 離 島 内 の 交 通 通 信 を 確 保 す る

た め の 航 路 、 航 空 路 、 港 湾 、 空 港 、 道 路 等 の 交 通 施 設 及 び 通 信 施

設 の 整 備 そ の 他 の 必 要 な 措 置 に 関 す る 基 本 的 な 事 項 
 三 農 林 水 産 業 、 商 工 業 等 の 産 業 の 振 興 及 び 資 源 開 発 を 促 進 す る た

め の 漁 港 、 林 道 、 農 地 、 電 力 施 設 等 の 整 備 そ の 他 の 必 要 な 措 置 に

関 す る 基 本 的 な 事 項 
 四 生 活 環 境 の 整 備 （ 廃 棄 物 の 減 量 そ の 他 そ の 適 正 な 処 理 を 含 む 。

以 下 同 じ 。 ） に 関 す る 基 本 的 な 事 項 
 五 医 療 の 確 保 等 に 関 す る 基 本 的 な 事 項 
 六 高 齢 者 の 福 祉 そ の 他 の 福 祉 の 増 進 に 関 す る 基 本 的 な 事 項 
 七 教 育 及 び 文 化 の 振 興 に 関 す る 基 本 的 な 事 項 

 （ 目 的 ） 

第 一 条 こ の 法 律 は 、 国 土 の 保 全 、 海 洋 資 源 の 利 用 、 自 然 環 境 の 保 全

等 に 重 要 な 役 割 を 担 つ て い る 離 島 に つ い て 、 本 土 よ り 隔 絶 せ る 特 殊

事 情 よ り く る 後 進 性 を 除 去 す る た め の 基 礎 条 件 の 改 善 及 び 産 業 振 興

に 関 す る 対 策 を 樹 立 し 、 こ れ に 基 づ く 事 業 を 迅 速 か つ 強 力 に 実 施 す

る 等 離 島 の 振 興 の た め の 特 別 の 措 置 を 講 ず る こ と に よ つ て 、 そ の 経

済 力 の 培 養 、 島 民 の 生 活 の 安 定 及 び 福 祉 の 向 上 を 図 り 、 あ わ せ て 国

民 経 済 の 発 展 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と す る 。 
 
 
 
 
 （ 離 島 振 興 計 画 の 作 成 ） 

第 三 条 前 条 の 規 定 に よ り 、 離 島 振 興 対 策 実 施 地 域 の 指 定 が あ つ た 場

合 に お い て は 、 関 係 都 道 府 県 知 事 は 、 当 該 地 域 に つ い て 離 島 振 興 計

画 を 作 成 し 、 こ れ を 国 土 交 通 大 臣 、 総 務 大 臣 及 び 農 林 水 産 大 臣 に 報

告 し な け れ ば な ら な い 。 

２ 前 項 の 離 島 振 興 計 画 は 、 そ の 地 域 に つ い て 、 国 土 総 合 開 発 法 （ 昭

和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 五 号 ） 第 七 条 の 二 第 一 項 又 は 第 十 条 第 四 項 に

基 く 総 合 開 発 計 画 が あ る 場 合 に は 、 こ れ と 調 和 し た も の で な け れ ば

な ら な い 。 
 
 
 
 
 
 
 



  

 八 観 光 の 開 発 に 関 す る 基 本 的 な 事 項 
 九 国 内 及 び 国 外 の 地 域 と の 交 流 の 促 進 に 関 す る 基 本 的 な 事 項 
 十 水 害 、 風 害 そ の 他 の 災 害 を 防 除 す る た め に 必 要 な 国 土 保 全 施 設

等 の 整 備 に 関 す る 基 本 的 な 事 項 
 十 一 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 離 島 の 振 興 に 関 す る 基 本 的 な 事

項 

３ 国 土 交 通 大 臣 、 総 務 大 臣 及 び 農 林 水 産 大 臣 は 、 離 島 振 興 基 本 方 針

を 定 め よ う と す る と き は 、 関 係 行 政 機 関 の 長 に 協 議 す る と と も に 、

国 土 審 議 会 の 意 見 を 聴 か な け れ ば な ら な い 。 

４ 国 土 交 通 大 臣 、 総 務 大 臣 及 び 農 林 水 産 大 臣 は 、 離 島 振 興 基 本 方 針

を 定 め た と き は 、 遅 滞 な く 、 こ れ を 公 表 し な け れ ば な ら な い 。 

５ 前 二 項 の 規 定 は 、 離 島 振 興 基 本 方 針 の 変 更 に つ い て 準 用 す る 。 
 
 （ 離 島 振 興 計 画 ） 

第 四 条 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 離 島 振 興 対 策 実 施 地 域 の 指 定 が あ

つ た 場 合 に お い て は 、 関 係 都 道 府 県 は 、 離 島 振 興 基 本 方 針 に 基 づ き 、

当 該 地 域 に つ い て 離 島 振 興 計 画 を 定 め な け れ ば な ら な い 。 

２ 離 島 振 興 計 画 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 定 め る も の と す る 。 
 一 離 島 の 振 興 の 基 本 的 方 針 に 関 す る 事 項 
 二 本 土 と 離 島 及 び 離 島 と 離 島 並 び に 離 島 内 の 交 通 通 信 を 確 保 す る

た め の 航 路 、 航 空 路 、 港 湾 、 空 港 、 道 路 等 の 交 通 施 設 及 び 通 信 施

設 の 整 備 そ の 他 の 必 要 な 措 置 に 関 す る 事 項 
 三 農 林 水 産 業 、 商 工 業 等 の 産 業 の 振 興 及 び 資 源 開 発 を 促 進 す る た

め の 漁 港 、 林 道 、 農 地 、 電 力 施 設 等 の 整 備 そ の 他 の 必 要 な 措 置 に

関 す る 事 項 
 四 生 活 環 境 の 整 備 に 関 す る 事 項 
 五 医 療 の 確 保 等 に 関 す る 事 項 
 六 高 齢 者 の 福 祉 そ の 他 の 福 祉 の 増 進 に 関 す る 事 項 
 七 教 育 及 び 文 化 の 振 興 に 関 す る 事 項 
 八 観 光 の 開 発 に 関 す る 事 項 
 九 国 内 及 び 国 外 の 地 域 と の 交 流 の 促 進 に 関 す る 事 項 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （ 離 島 振 興 計 画 の 内 容 ） 

第 四 条 前 条 の 離 島 振 興 計 画 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 含 む も の と す る 。 
 一 離 島 の 振 興 の 基 本 的 方 針 に 関 す る 事 項 
 二 本 土 と 離 島 及 び 離 島 と 離 島 並 び に 離 島 内 の 交 通 通 信 を 確 保 す る

た め の 航 路 、 航 空 路 、 港 湾 、 空 港 、 道 路 等 の 交 通 施 設 及 び 通 信 施

設 の 整 備 そ の 他 の 必 要 な 措 置 に 関 す る 事 項 
 三 農 林 水 産 業 、 商 工 業 等 の 産 業 の 振 興 及 び 資 源 開 発 を 促 進 す る た

め の 漁 港 、 林 道 、 農 地 、 電 力 施 設 等 の 整 備 そ の 他 の 必 要 な 措 置 に

関 す る 事 項 
 四 水 害 、 風 害 そ の 他 の 災 害 を 防 除 す る た め に 必 要 な 国 土 保 全 施 設

等 の 整 備 に 関 す る 事 項 
 五 生 活 環 境 の 整 備 に 関 す る 事 項 
 六 医 療 の 確 保 に 関 す る 事 項 
 七 高 齢 者 の 福 祉 そ の 他 の 福 祉 の 増 進 に 関 す る 事 項 
 八 教 育 及 び 文 化 の 振 興 に 関 す る 事 項 
 九 観 光 の 開 発 に 関 す る 事 項 
 
 



  

 十 水 害 、 風 害 そ の 他 の 災 害 を 防 除 す る た め に 必 要 な 国 土 保 全 施 設

等 の 整 備 に 関 す る 事 項 
 十 一 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 離 島 の 振 興 に 関 し 必 要 な 事 項 

３ 離 島 振 興 計 画 は 、 そ の 地 域 に つ い て 、 国 土 総 合 開 発 法 （ 昭 和 二 十

五 年 法 律 第 二 百 五 号 ） 第 七 条 の 二 第 一 項 又 は 第 十 条 第 四 項 に 基 づ く

国 土 総 合 開 発 計 画 が あ る 場 合 に は 、 こ れ と 調 和 し た も の で な け れ ば

な ら な い 。 

４ 都 道 府 県 は 、 離 島 振 興 対 策 実 施 地 域 に つ い て 離 島 振 興 計 画 を 定 め

よ う と す る と き は 、 あ ら か じ め 、 そ の 全 部 又 は 一 部 の 区 域 が 当 該 地

域 で あ る 市 町 村 に 対 し 、 当 該 市 町 村 に 係 る 離 島 振 興 計 画 の 案 を 作 成

し 、 当 該 都 道 府 県 に 提 出 す る よ う 求 め な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合

に お い て 、 一 の 離 島 振 興 対 策 実 施 地 域 が 二 以 上 の 市 町 村 の 区 域 に わ

た る と き は 、 当 該 市 町 村 は 、 共 同 し て 、 離 島 振 興 計 画 の 案 を 作 成 し 、

及 び 提 出 す る こ と が で き る 。 

５ 前 項 の 案 の 提 出 を 受 け た 都 道 府 県 は 、 離 島 振 興 計 画 を 定 め る に 当

た つ て は 、 当 該 案 の 内 容 を で き る 限 り 反 映 さ せ る よ う 努 め る も の と

す る 。 

６ 都 道 府 県 は 、 離 島 振 興 計 画 を 定 め た と き は 、 直 ち に 、 こ れ を 国 土

交 通 大 臣 、 総 務 大 臣 及 び 農 林 水 産 大 臣 に 提 出 す る と と も に 、 そ の 内

容 を 関 係 市 町 村 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。 

７ 国 土 交 通 大 臣 、 総 務 大 臣 及 び 農 林 水 産 大 臣 は 、 前 項 の 規 定 に よ り

離 島 振 興 計 画 の 提 出 が あ つ た 場 合 に お い て は 、 直 ち に 、 そ の 内 容 を

関 係 行 政 機 関 の 長 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、

関 係 行 政 機 関 の 長 は 、 当 該 離 島 振 興 計 画 に つ い て そ の 意 見 を 国 土 交

通 大 臣 、 総 務 大 臣 及 び 農 林 水 産 大 臣 に 申 し 出 る こ と が で き る 。 

８ 国 土 交 通 大 臣 、 総 務 大 臣 及 び 農 林 水 産 大 臣 は 、 第 六 項 の 規 定 に よ

り 提 出 さ れ た 離 島 振 興 計 画 が 離 島 振 興 基 本 方 針 に 適 合 し て い な い と

認 め る と き は 、 当 該 都 道 府 県 に 対 し 、 こ れ を 変 更 す べ き こ と を 求 め

る こ と が で き る 。 

９ 国 土 交 通 大 臣 、 総 務 大 臣 及 び 農 林 水 産 大 臣 は 、 第 六 項 の 規 定 に よ

り 提 出 さ れ た 離 島 振 興 計 画 に つ い て 前 項 の 規 定 に よ る 措 置 を 執 る 必

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

要 が な い と 認 め る と き は 、 そ の 旨 を 当 該 都 道 府 県 に 通 知 し な け れ ば

な ら な い 。 
1
0 第 四 項 か ら 前 項 ま で の 規 定 は 、 離 島 振 興 計 画 の 変 更 に つ い て 準 用

す る 。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （ 事 業 の 実 施 ） 

第 五 条 離 島 振 興 計 画 に 基 づ く 事 業 は 、 こ の 法 律 に 定 め る も の の ほ か 、

当 該 事 業 に 関 す る 法 律 （ こ れ に 基 づ く 命 令 を 含 む 。 ） の 規 定 に 従 い 、

国 、 地 方 公 共 団 体 そ の 他 の 者 が 実 施 す る も の と す る 。 
 
 （ 経 費 の 計 上 ） 

第 六 条 国 は 、 離 島 振 興 計 画 の 実 施 に 要 す る 経 費 に つ い て は 、 毎 年 度 、

国 の 財 政 の 許 す 範 囲 内 に お い て 、 こ れ を 予 算 に 計 上 し な け れ ば な ら

な い 。 
 
 （ 国 の 負 担 又 は 補 助 の 割 合 の 特 例 等 ） 

 
 
 
 
 
 （ 離 島 振 興 計 画 の 設 定 ） 

第 五 条  国 土 交 通 大 臣 、 総 務 大 臣 及 び 農 林 水 産 大 臣 は 、 第 三 条 第 一 項

の 規 定 に よ る 報 告 が あ つ た と き は 、 国 土 審 議 会 の 意 見 を 聴 い て 、 離

島 振 興 計 画 を 定 め る 。 

２ 国 土 交 通 大 臣 、 総 務 大 臣 及 び 農 林 水 産 大 臣 は 、 前 項 の 離 島 振 興 計

画 を 定 め た と き は 、 こ れ を 関 係 都 道 府 県 知 事 に 通 知 す る も の と す る 。 
 
 （ 事 業 計 画 の 作 成 ） 

第 六 条 国 土 交 通 大 臣 、 総 務 大 臣 及 び 農 林 水 産 大 臣 は 、 毎 年 度 、 前 条

第 一 項 の 離 島 振 興 計 画 の 実 施 の た め に 必 要 な 事 業 計 画 を 作 成 し な け

れ ば な ら な い 。 

２ 国 土 交 通 大 臣 、 総 務 大 臣 及 び 農 林 水 産 大 臣 は 、 前 項 の 規 定 に よ る

事 業 計 画 を 作 成 す る と き は 、 あ ら か じ め 関 係 都 道 府 県 の 意 見 を 聴 か

な け れ ば な ら な い 。 
 
 （ 事 業 の 実 施 ） 

第 七 条 前 条 第 一 項 の 事 業 計 画 に 基 く 事 業 は 、 こ の 法 律 に 定 め る も の

の 外 当 該 事 業 に 関 す る 法 律 （ こ れ に 基 く 命 令 を 含 む 。 ） の 規 定 に 従 い 、

国 、 地 方 公 共 団 体 そ の 他 の 者 が 実 施 す る も の と す る 。 
 
 （ 経 費 の 計 上 ） 

第 八 条 国 は 、 第 五 条 第 一 項 の 離 島 振 興 計 画 の 実 施 に 要 す る 経 費 に つ

い て は 、 毎 年 度 、 国 の 財 政 の 許 す 範 囲 内 に お い て 、 こ れ を 予 算 に 計

上 し な け れ ば な ら な い 。 
 
 （ 国 の 負 担 又 は 補 助 の 割 合 の 特 例 等 ） 



  

第 七 条 離 島 振 興 計 画 に 基 づ く 事 業 の う ち 別 表 に 掲 げ る も の に 要 す る

費 用 に つ い て 国 が 負 担 し 又 は 補 助 す る 割 合 は 、 当 該 事 業 に 関 す る 法

令 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 表 に 掲 げ る 割 合 と す る 。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 前 項 の 場 合 に お い て 、 地 方 交 付 税 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 十

一 号 ） 第 十 条 に 規 定 す る 普 通 交 付 税 の 交 付 を 受 け な い 地 方 公 共 団 体

に つ い て は 、 別 表 で 定 め る 国 庫 の 負 担 割 合 及 び 補 助 割 合 を 減 ず る こ

と が で き る 。 た だ し 、 同 表 に 掲 げ る 法 律 に 規 定 す る 国 庫 の 負 担 割 合

又 は 補 助 割 合 を 下 る こ と は で き な い 。 

３ 国 は 、 第 一 項 に 規 定 す る 事 業 の ほ か 、 離 島 振 興 計 画 に 基 づ く 事 業

で 政 令 で 定 め る も の に 要 す る 経 費 に つ い て は 、 地 方 公 共 団 体 そ の 他

の 者 に 対 し て 、 予 算 の 範 囲 内 で 、 そ の 全 部 又 は 一 部 を 補 助 す る こ と

が で き る 。 

４ （ 略 ） 

５ 国 は 、 政 令 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 離 島 振 興 計 画 に 基 づ き 次 に 掲

げ る 事 業 を 行 う 地 方 公 共 団 体 に 対 し 、 そ の 事 業 に 要 す る 費 用 の 十 分

の 五 ・ 五 を 補 助 す る 。 
 一 ・ 二 （ 略 ） 

６ 国 は 、 離 島 振 興 計 画 に 基 づ き 簡 易 水 道 の 用 に 供 す る 水 道 施 設 の 新

設 又 は 増 設 を す る 地 方 公 共 団 体 に 対 し 、 予 算 の 範 囲 内 に お い て 、 政

令 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 そ の 新 設 又 は 増 設 に 要 す る 費 用 の 二 分 の

一 以 内 を 補 助 す る こ と が で き る 。 

第 九 条 第 五 条 第 一 項 の 離 島 振 興 計 画 の 事 業 に 要 す る 費 用 に つ い て 国

が 負 担 し 又 は 補 助 す る 割 合 は 、 港 湾 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 十

八 号 ） 第 四 十 二 条 第 一 項 及 び 第 二 項 、 同 法 第 四 十 三 条 第 一 号 か ら 第

三 号 ま で 、 同 法 第 五 十 二 条 第 二 項 第 一 号 、 第 二 号 、 第 五 号 及 び 第 六

号 、 漁 港 漁 場 整 備 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 三 十 七 号 ） 第 二 十 条 第

二 項 及 び 第 三 項 、 道 路 法 （ 昭 和 二 十 七 年 法 律 第 百 八 十 号 ） 第 五 十 六

条 、 空 港 整 備 法 （ 昭 和 三 十 一 年 法 律 第 八 十 号 ） 第 六 条 第 一 項 、 同 法

第 八 条 第 一 項 及 び 第 四 項 、 同 法 第 九 条 第 一 項 及 び 第 三 項 、 義 務 教 育

諸 学 校 施 設 費 国 庫 負 担 法 （ 昭 和 三 十 三 年 法 律 第 八 十 一 号 ） 第 三 条 第

一 項 、 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 六 十 四 号 ） 第 五 十 二 条 並

び に 消 防 施 設 強 化 促 進 法 （ 昭 和 二 十 八 年 法 律 第 八 十 七 号 ） 第 四 条 第

一 項 の 規 定 （ こ れ ら の 法 律 に 基 づ く 命 令 の 規 定 を 含 む 。 ） に か か わ ら

ず 、 別 表 の と お り と す る 。 

２ 前 項 の 場 合 に お い て 、 地 方 交 付 税 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 十

一 号 ） 第 十 条 に 規 定 す る 普 通 交 付 税 の 交 付 を 受 け な い 地 方 公 共 団 体

に つ い て は 、 別 表 で 定 め る 国 庫 の 負 担 割 合 及 び 補 助 割 合 を 減 ず る こ

と が で き る 。 た だ し 、 同 項 に 掲 げ る 法 律 に 規 定 す る 国 庫 の 負 担 割 合

又 は 補 助 割 合 を 下 る こ と は で き な い 。 
 
 
 
 

３ （ 略 ） 

４ 国 は 、 政 令 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 第 五 条 第 一 項 の 離 島 振 興 計 画

に 基 づ き 次 に 掲 げ る 事 業 を 行 う 地 方 公 共 団 体 に 対 し 、 そ の 事 業 に 要

す る 費 用 の 十 分 の 五 ・ 五 を 補 助 す る 。 
 一 ・ 二 （ 略 ） 

５ 国 は 、 第 五 条 第 一 項 の 離 島 振 興 計 画 に 基 づ き 簡 易 水 道 の 用 に 供 す

る 水 道 施 設 の 新 設 又 は 増 設 を す る 地 方 公 共 団 体 に 対 し 、 予 算 の 範 囲

内 に お い て 、 政 令 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 そ の 新 設 又 は 増 設 に 要 す

る 費 用 の 二 分 の 一 以 内 を 補 助 す る こ と が で き る 。 



  

７ （ 略 ） 
 
 （ 地 方 債 に つ い て の 配 慮 ） 

第 八 条 地 方 公 共 団 体 が 離 島 振 興 計 画 を 達 成 す る た め に 行 う 事 業 に 要

す る 経 費 に 充 て る た め に 起 こ す 地 方 債 に つ い て は 、 法 令 の 範 囲 内 に

お い て 、 資 金 事 情 及 び 当 該 地 方 公 共 団 体 の 財 政 状 況 が 許 す 限 り 、 特

別 の 配 慮 を す る も の と す る 。 
 
 （ 資 金 の 確 保 等 ）                                              

第 九 条 国 及 び 地 方 公 共 団 体 は 、 離 島 振 興 計 画 の 達 成 に 資 す る と 認 め

ら れ る 事 業 を 営 む 者 に 対 し 、 必 要 な 資 金 の 確 保 そ の 他 の 援 助 に 努 め

な け れ ば な ら な い 。     
 
 （ 医 療 の 確 保 等 ）  

第 十 条 都 道 府 県 は 、 離 島 振 興 対 策 実 施 地 域 に お け る 医 療 を 確 保 す る

た め 、 離 島 振 興 計 画 に 基 づ い て 、 無 医 地 区 に 関 し 次 に 掲 げ る 事 業 を

実 施 し な け れ ば な ら な い 。 
 一 ～ 四 （ 略 ）                                         
 五 医 療 機 関 の 協 力 体 制 （ 救 急 医 療 用 の 機 器 を 装 備 し た ヘ リ コ プ タ

ー 等 に よ り 患 者 を 輸 送 し 、 か つ 、 患 者 の 輸 送 中 に 医 療 を 行 う 体 制

を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 整 備 
 六 （ 略 ）                   

２ 都 道 府 県 は 、 前 項 に 規 定 す る 事 業 を 実 施 す る 場 合 に お い て 特 に 必

要 が あ る と 認 め る と き は 、 病 院 又 は 診 療 所 の 開 設 者 又 は 管 理 者 に 対

し 、 次 に 掲 げ る 事 業 に つ き 、 協 力 を 要 請 す る こ と が で き る 。 
                                                     
 一 ・ 二 （ 略 ）           

３ 国 及 び 都 道 府 県 は 、 離 島 振 興 対 策 実 施 地 域 内 の 無 医 地 区 に お け る

診 療 に 従 事 す る 医 師 若 し く は 歯 科 医 師 又 は こ れ を 補 助 す る 看 護 師

（ 以 下 「 医 師 等 」 と い う 。 ） の 確 保 そ の 他 当 該 無 医 地 区 に お け る 医 療

の 確 保 （ 当 該 診 療 に 従 事 す る 医 師 又 は 歯 科 医 師 を 派 遣 す る 病 院 に 対

６ （ 略 ） 
 
 （ 地 方 債 に つ い て の 配 慮 ） 

第 十 条 地 方 公 共 団 体 が 第 五 条 第 一 項 の 離 島 振 興 計 画 を 達 成 す る た め

に 行 う 事 業 に 要 す る 経 費 に 充 て る た め に 起 こ す 地 方 債 に つ い て は 、

法 令 の 範 囲 内 に お い て 、 資 金 事 情 及 び 当 該 地 方 公 共 団 体 の 財 政 状 況

が 許 す 限 り 、 特 別 の 配 慮 を す る も の と す る 。 
 
 （ 資 金 の 確 保 等 ） 

第 十 一 条 国 及 び 地 方 公 共 団 体 は 、 第 五 条 第 一 項 の 離 島 振 興 計 画 の 達

成 に 資 す る と 認 め ら れ る 事 業 を 営 む 者 に 対 し 、 必 要 な 資 金 の 確 保 そ

の 他 の 援 助 に 努 め な け れ ば な ら な い 。 
 
 （ 医 療 の 確 保 ） 

第 十 二 条 都 道 府 県 知 事 は 、 離 島 振 興 対 策 実 施 地 域 に お け る 医 療 を 確

保 す る た め 、 第 五 条 第 一 項 の 離 島 振 興 計 画 に 基 づ い て 、 無 医 地 区 に

関 し 次 に 掲 げ る 事 業 を 実 施 し な け れ ば な ら な い 。 
 一 ～ 四 （ 略 ） 
 五  医 療 機 関 の 協 力 体 制 の 整 備 
 
 
 六 （ 略 ） 

２ 都 道 府 県 知 事 は 、 前 項 に 規 定 す る 事 業 を 実 施 す る 場 合 に お い て 特

に 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 病 院 又 は 診 療 所 の 開 設 者 又 は 管 理 者

に 対 し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 業 に つ き 、 協 力 を 要 請 す る こ と が で き

る 。 
 一 ・ 二 （ 略 ） 

３ 国 及 び 都 道 府 県 は 、 離 島 振 興 対 策 実 施 地 域 内 の 無 医 地 区 に お け る

診 療 に 従 事 す る 医 師 若 し く は 歯 科 医 師 又 は こ れ を 補 助 す る 看 護 師 の

確 保 そ の 他 当 該 無 医 地 区 に お け る 医 療 の 確 保 （ 当 該 診 療 に 従 事 す る

医 師 又 は 歯 科 医 師 を 派 遣 す る 病 院 に 対 す る 助 成 を 含 む 。 ） に 努 め な け



  

す る 助 成 を 含 む 。 ） に 努 め な け れ ば な ら な い 。 
４ ・ ５ （ 略 ） 

６ 国 及 び 都 道 府 県 は 、 離 島 振 興 対 策 実 施 地 域 に お け る 医 療 を 確 保 す

る た め 、 市 町 村 が 離 島 振 興 計 画 に 基 づ い て 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 事 業

を 実 施 し よ う と す る と き は 、 当 該 事 業 が 円 滑 に 実 施 さ れ る よ う 適 切

な 配 慮 を す る も の と す る 。 

７ 国 及 び 地 方 公 共 団 体 は 、 離 島 振 興 対 策 実 施 地 域 内 の 無 医 地 区 以 外

の 地 区 に お い て 医 療 の 提 供 に 支 障 が 生 じ て い る 場 合 に は 、 必 要 な 医

師 等 の 確 保 、 定 期 的 な 巡 回 診 療 、 医 療 機 関 の 協 力 体 制 の 整 備 等 に よ

り 当 該 地 区 に お け る 医 療 の 充 実 が 図 ら れ る よ う 適 切 な 配 慮 を す る も

の と す る 。 
                                       
 （ 高 齢 者 の 福 祉 の 増 進 ） 

第 十 一 条 （ 略 ） 
 
 （ 交 通 の 確 保 ） 

第 十 二 条 （ 略 ）                  
 
 （ 情 報 の 流 通 の 円 滑 化 及 び 通 信 体 系 の 充 実 ）                   

第 十 三 条 国 及 び 地 方 公 共 団 体 は 、 離 島 振 興 対 策 実 施 地 域 に お け る 島

民 の 生 活 の 利 便 性 の 向 上 、 産 業 の 振 興 、 医 療 及 び 教 育 の 充 実 等 を 図

る た め 、 情 報 の 流 通 の 円 滑 化 及 び 高 度 情 報 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク そ の 他

の 通 信 体 系 の 充 実 に つ い て 適 切 な 配 慮 を す る も の と す る 。 
 
 （ 農 林 水 産 業 の 振 興 ） 

第 十 四 条 国 及 び 地 方 公 共 団 体 は 、 離 島 振 興 対 策 実 施 地 域 の 特 性 に 即

し た 農 林 水 産 業 の 振 興 を 図 る た め 、 生 産 基 盤 の 強 化 、 地 域 特 産 物 の

開 発 並 び に 流 通 及 び 消 費 の 増 進 並 び に 観 光 業 と の 連 携 の 推 進 に つ い

て 適 切 な 配 慮 を す る も の と す る 。 
 
 （ 教 育 の 充 実 ） 

れ ば な ら な い 。 

４ ・ ５ （ 略 ） 

６ 国 及 び 都 道 府 県 は 、 離 島 振 興 対 策 実 施 地 域 に お け る 医 療 を 確 保 す

る た め 、 市 町 村 が 第 五 条 第 一 項 の 離 島 振 興 計 画 に 基 づ い て 第 一 項 各

号 に 掲 げ る 事 業 を 実 施 し よ う と す る と き は 、 当 該 事 業 が 円 滑 に 実 施

さ れ る よ う 適 切 な 配 慮 を す る も の と す る 。 
 
 
 
 
 
 
 （ 高 齢 者 の 福 祉 の 増 進 ） 

第 十 三 条 （ 略 ） 
 
 （ 交 通 の 確 保 ） 

第 十 四 条  （ 略 ） 
 
 （ 情 報 の 流 通 の 円 滑 化 及 び 通 信 体 系 の 充 実 ） 

第 十 五 条 国 及 び 地 方 公 共 団 体 は 、 離 島 振 興 対 策 実 施 地 域 に お け る 島

民 の 生 活 の 利 便 性 の 向 上 等 を 図 る た め 、 情 報 の 流 通 の 円 滑 化 及 び 通

信 体 系 の 充 実 に つ い て 適 切 な 配 慮 を す る も の と す る 。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （ 教 育 の 充 実 ） 



  

第 十 五 条 （ 略 ） 
 
 （ 地 域 文 化 の 振 興 ） 

第 十 六 条 （ 略 ）                                                
 
 （ 地 域 間 交 流 の 促 進 ） 

第 十 七 条 国 及 び 地 方 公 共 団 体 は 、 離 島 に は 優 れ た 自 然 の 風 景 地 が 存

す る こ と 、 国 外 の 地 域 と 近 接 し て い る こ と 等 の 特 性 が あ る こ と に か

ん が み 、 国 民 の 離 島 に 対 す る 理 解 と 関 心 を 深 め る と と も に 、 離 島 振

興 対 策 実 施 地 域 の 活 性 化 に 資 す る た め 、 離 島 振 興 対 策 実 施 地 域 と 国

内 及 び 国 外 の 地 域 と の 交 流 の 促 進 に つ い て 適 切 な 配 慮 を す る も の と

す る 。 
 
 （ 農 地 法 等 に お け る 配 慮 ） 

第 十 八 条 国 の 行 政 機 関 の 長 又 は 都 道 府 県 は 、 離 島 振 興 対 策 実 施 地 域

に お け る 農 地 法 （ 昭 和 二 十 七 年 法 律 第 二 百 二 十 九 号 ） 、 自 然 公 園 法 （ 昭

和 三 十 二 年 法 律 第 百 六 十 一 号 ） そ の 他 の 法 律 の 規 定 の 運 用 に 当 た つ

て は 、 離 島 振 興 計 画 に 基 づ く 事 業 の 円 滑 な 実 施 が 図 ら れ る よ う 適 切

な 配 慮 を す る も の と す る 。 
 
 （ 税 制 上 の 措 置 ） 

第 十 九 条 国 は 、 第 一 条 の 目 的 の 達 成 に 資 す る た め 、 租 税 特 別 措 置 法

（ 昭 和 三 十 二 年 法 律 第 二 十 六 号 ） の 定 め る と こ ろ に よ り 、 離 島 振 興

対 策 実 施 地 域 の 振 興 に 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る 。 
                               
 （ 地 方 税 の 課 税 免 除 又 は 不 均 一 課 税 に 伴 う 措 置 ）                  

第 二 十 条 地 方 税 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 二 十 六 号 ） 第 六 条 の 規

定 に よ り 、 地 方 公 共 団 体 が 、 離 島 振 興 対 策 実 施 地 域 内 に お い て 製 造

の 事 業 、 ソ フ ト ウ ェ ア 業 若 し く は 旅 館 業 （ 下 宿 営 業 を 除 く 。 ） の 用 に

供 す る 設 備 を 新 設 し 、 若 し く は 増 設 し た 者 に つ い て 、 そ の 事 業 に 対

す る 事 業 税 、 そ の 事 業 に 係 る 建 物 若 し く は そ の 敷 地 で あ る 土 地 の 取

第 十 六 条 （ 略 ） 
 
 （ 地 域 文 化 の 振 興 ） 

第 十 七 条 （ 略 ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （ 税 制 上 の 措 置 ） 

第 十 八 条 国 は 、 租 税 特 別 措 置 法 （ 昭 和 三 十 二 年 法 律 第 二 十 六 号 ） の

定 め る と こ ろ に よ り 、 離 島 振 興 対 策 実 施 地 域 の 振 興 に 必 要 な 措 置 を

講 ず る も の と す る 。 
 
 （ 地 方 税 の 課 税 免 除 又 は 不 均 一 課 税 に 伴 う 措 置 ） 

第 十 九 条 地 方 税 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 二 十 六 号 ） 第 六 条 の 規

定 に よ り 、 地 方 公 共 団 体 が 、 離 島 振 興 対 策 実 施 地 域 内 に お い て 製 造

の 事 業 の 用 に 供 す る 設 備 を 新 設 し 、 若 し く は 増 設 し た 者 に つ い て 、

そ の 事 業 に 対 す る 事 業 税 、 そ の 事 業 に 係 る 建 物 若 し く は そ の 敷 地 で

あ る 土 地 の 取 得 に 対 す る 不 動 産 取 得 税 若 し く は そ の 事 業 に 係 る 機 械



  

得 に 対 す る 不 動 産 取 得 税 若 し く は そ の 事 業 に 係 る 機 械 及 び 装 置 若 し

く は そ の 事 業 に 係 る 建 物 若 し く は そ の 敷 地 で あ る 土 地 に 対 す る 固 定

資 産 税 を 課 さ な か つ た 場 合 若 し く は 離 島 振 興 対 策 実 施 地 域 内 に お い

て 畜 産 業 、 水 産 業 若 し く は 薪 炭 製 造 業 を 行 う 個 人 に つ い て 、 そ の 事

業 に 対 す る 事 業 税 を 課 さ な か つ た 場 合 又 は こ れ ら の 者 に つ い て 、 こ

れ ら の 地 方 税 に 係 る 不 均 一 の 課 税 を し た 場 合 に お い て 、 こ れ ら の 措

置 が 総 務 省 令 で 定 め る 場 合 に 該 当 す る も の と 認 め ら れ る と き は 、 地

方 交 付 税 法 第 十 四 条 の 規 定 に よ る 当 該 地 方 公 共 団 体 の 各 年 度 に お け

る 基 準 財 政 収 入 額 は 、 同 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 地 方 公 共 団 体

の 当 該 各 年 度 分 の 減 収 額 （ 事 業 税 又 は 固 定 資 産 税 に 関 す る こ れ ら の

措 置 に よ る 減 収 額 に あ つ て は 、 こ れ ら の 措 置 が さ れ た 最 初 の 年 度 以

降 三 箇 年 度 （ 個 人 の 行 う 畜 産 業 、 水 産 業 及 び 薪 炭 製 造 業 に 対 す る も

の に あ つ て は 、 総 務 省 令 で 定 め る 期 間 に 係 る 年 度 ） に お け る も の に

限 る 。 ） の う ち 総 務 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 算 定 し た 額 を 同 条 の 規

定 に よ る 当 該 地 方 公 共 団 体 の 当 該 各 年 度 （ こ れ ら の 措 置 が 総 務 省 令

で 定 め る 日 以 後 に お い て 行 わ れ た と き は 、 当 該 減 収 額 に つ い て 当 該

各 年 度 の 翌 年 度 ） に お け る 基 準 財 政 収 入 額 と な る べ き 額 か ら 控 除 し

た 額 と す る 。  
 
 （ 国 土 審 議 会 ） 

第 二 十 一 条 （ 略 ） 
                               
 （ 政 令 へ の 委 任 ） 

第 二 十 二 条 （ 略 ） 
 
   附 則 
 

２ こ の 法 律 は 、 平 成 二 十 五 年 三 月 三 十 一 日 限 り そ の 効 力 を 失 う 。 
 
                                                                
 

及 び 装 置 若 し く は そ の 事 業 に 係 る 建 物 若 し く は そ の 敷 地 で あ る 土 地

に 対 す る 固 定 資 産 税 を 課 さ な か つ た 場 合 若 し く は 離 島 振 興 対 策 実 施

地 域 内 に お い て 畜 産 業 、 水 産 業 若 し く は 薪 炭 製 造 業 を 行 う 個 人 に つ

い て 、 そ の 事 業 に 対 す る 事 業 税 を 課 さ な か つ た 場 合 又 は こ れ ら の 者

に つ い て 、 こ れ ら の 地 方 税 に 係 る 不 均 一 の 課 税 を し た 場 合 に お い て 、

こ れ ら の 措 置 が 総 務 省 令 で 定 め る 場 合 に 該 当 す る も の と 認 め ら れ る

と き は 、 地 方 交 付 税 法 第 十 四 条 の 規 定 に よ る 当 該 地 方 公 共 団 体 の 各

年 度 に お け る 基 準 財 政 収 入 額 は 、 同 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 地

方 公 共 団 体 の 当 該 各 年 度 分 の 減 収 額 （ 事 業 税 又 は 固 定 資 産 税 に 関 す

る こ れ ら の 措 置 に よ る 減 収 額 に あ つ て は 、 こ れ ら の 措 置 が さ れ た 最

初 の 年 度 以 降 三 箇 年 度 （ 個 人 の 行 う 畜 産 業 、 水 産 業 及 び 薪 炭 製 造 業

に 対 す る も の に あ つ て は 、 総 務 省 令 で 定 め る 期 間 に 係 る 年 度 ） に お

け る も の に 限 る 。 ） の う ち 総 務 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 算 定 し た 額

を 同 条 の 規 定 に よ る 当 該 地 方 公 共 団 体 の 当 該 各 年 度 （ こ れ ら の 措 置

が 総 務 省 令 で 定 め る 日 以 後 に お い て 行 わ れ た と き は 、 当 該 減 収 額 に

つ い て 当 該 各 年 度 の 翌 年 度 ） に お け る 基 準 財 政 収 入 額 と な る べ き 額

か ら 控 除 し た 額 と す る 。 
 
 
 （ 国 土 審 議 会 ） 

第 二 十 条  （ 略 ） 
 
 （ 政 令 へ の 委 任 ） 

第 二 十 一 条  （ 略 ） 
 
   附 則 
 

２ こ の 法 律 は 、 平 成 十 五 年 三 月 三 十 一 日 限 り そ の 効 力 を 失 う 。 

３ 第 九 条 第 四 項 及 び 別 表 の 規 定 の 昭 和 六 十 年 度 に お け る 適 用 に つ い

て は 、 同 項 中 「 三 分 の 二 」 と あ る の は 「 十 分 の 六 」 と 、 同 表 ㈠ 中 「 十

分 の 九 ・ 五 」 と あ る の は 「 十 分 の 八 ・ 五 」 と 、 「 十 分 の 七 ・ 五 」 と あ



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

る の は 「 三 分 の 二 」 と 、 同 表 ㈡ 中 「 百 分 の 九 十 五 」 と あ る の は 「 百

分 の 八 十 五 （ 水 産 業 協 同 組 合 に あ つ て は 、 百 分 の 九 十 五 ） 」 と 、 「 百

分 の 七 十 五 」 と あ る の は 「 三 分 の 二 （ 水 産 業 協 同 組 合 に あ つ て は 、

百 分 の 七 十 五 ） 」 と 、 「 百 分 の 八 十 」 と あ る の は 「 百 分 の 七 十 （ 水 産

業 協 同 組 合 に あ つ て は 、 百 分 の 八 十 ） 」 と 、 同 表 ㈢ 中 「 四 分 の 三 」 と

あ る の は 「 三 分 の 二 」 と 、 同 表 ㈣ 中 「 百 分 の 九 十 」 と あ る の は 「 百

分 の 八 十 」 と 、 同 表 ㈤ か ら ㈦ ま で の 規 定 中 「 三 分 の 二 」 と あ る の は

「 十 分 の 六 」 と す る 。 

４ 第 九 条 第 四 項 及 び 別 表 の 規 定 の 昭 和 六 十 一 年 度 、 平 成 三 年 度 及 び

平 成 四 年 度 に お け る 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「 三 分 の 二 」 と あ る の

は 「 十 分 の 五 ・ 五 」 と 、 同 表 ㈠ 中 「 十 分 の 九 ・ 五 」 と あ る の は 「 十

分 の 八 （ 国 に あ つ て は 、 十 分 の 八 ・ 五 ） 」 と 、 「 十 分 の 七 ・ 五 」 と あ

る の は 「 十 分 の 六 （ 国 に あ つ て は 、 三 分 の 二 ） 」 と 、 同 表 ㈡ 中 「 百 分

の 九 十 五 」 と あ る の は 「 百 分 の 八 十 （ 水 産 業 協 同 組 合 に あ つ て は 、

百 分 の 九 十 五 ） 」 と 、 「 百 分 の 七 十 五 」 と あ る の は 「 百 分 の 六 十 （ 水

産 業 協 同 組 合 に あ つ て は 、 百 分 の 七 十 五 ） 」 と 、 「 百 分 の 八 十 」 と あ

る の は 「 三 分 の 二 （ 水 産 業 協 同 組 合 に あ つ て は 、 百 分 の 八 十 ） 」 と 、

同 表 ㈢ 中 「 四 分 の 三 」 と あ る の は 「 十 分 の 六 」 と 、 同 表 ㈣ 中 「 百 分

の 九 十 」 と あ る の は 、 「 百 分 の 七 十 五 （ 国 に あ つ て は 、 百 分 の 八 十 ） 」

と 、 同 表 ㈤ か ら ㈦ ま で の 規 定 中 「 三 分 の 二 」 と あ る の は 「 十 分 の 五 ・

五 」 と す る 。 

５ 第 九 条 第 四 項 及 び 別 表 の 規 定 の 昭 和 六 十 二 年 度 か ら 平 成 二 年 度 ま

で の 各 年 度 に お け る 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「 三 分 の 二 」 と あ る の

は 「 十 分 の 五 ・ 五 」 と 、 同 表 ㈠ 特 定 重 要 港 湾 以 外 の 重 要 港 湾 の 項 及

び 地 方 港 湾 の 項 中 「 十 分 の 九 ・ 五 」 と あ る の は 「 十 分 の 七 ・ 七 五 （ 国

に あ つ て は 、 十 分 の 八 ） 」 と 、 「 十 分 の 七 ・ 五 」 と あ る の は 「 十 分 の

五 ・ 七 五 （ 国 に あ つ て は 、 十 分 の 六 ） 」 と 、 同 表 ㈠ 避 難 港 の 項 中 「 十

分 の 九 ・ 五 」 と あ る の は 「 十 分 の 八 （ 国 に あ つ て は 、 十 分 の 八 ・ 五 ） 」

と 、 「 十 分 の 七 ・ 五 」 と あ る の は 「 十 分 の 六 （ 国 に あ つ て は 、 三 分 の

二 ） 」 と 、 同 表 ㈡ 中 「 百 分 の 九 十 五 」 と あ る の は 「 百 分 の 八 十 （ 水 産

業 協 同 組 合 に あ つ て は 、 百 分 の 九 十 五 ） 」 と 、 「 百 分 の 七 十 五 」 と あ



  

 
 
 
 
 
 
 

３ 国 は 、 当 分 の 間 、 地 方 公 共 団 体 に 対 し 、 第 七 条 第 五 項 の 規 定 に よ

り 国 が そ の 費 用 に つ い て 補 助 す る 事 業 で 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社 の 株

式 の 売 払 収 入 の 活 用 に よ る 社 会 資 本 の 整 備 の 促 進 に 関 す る 特 別 措 置

法 （ 昭 和 六 十 二 年 法 律 第 八 十 六 号 ） 第 二 条 第 一 項 第 二 号 に 該 当 す る

も の に 要 す る 費 用 に 充 て る 資 金 に つ い て 、 予 算 の 範 囲 内 に お い て 、

第 七 条 第 五 項 の 規 定 （ こ の 規 定 に よ る 国 の 補 助 の 割 合 に つ い て 、 こ

の 規 定 と 異 な る 定 め を し た 法 令 の 規 定 が あ る 場 合 に は 、 当 該 異 な る

定 め を し た 法 令 の 規 定 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） に よ り 国 が 補 助 す る 金 額

に 相 当 す る 金 額 を 無 利 子 で 貸 し 付 け る こ と が で き る 。 

４ （ 略 ） 

５ 前 項 に 定 め る も の の ほ か 、 附 則 第 三 項 の 規 定 に よ る 貸 付 金 の 償 還

方 法 、 償 還 期 限 の 繰 上 げ そ の 他 償 還 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 政 令 で 定

め る 。 

６ 国 は 、 附 則 第 三 項 の 規 定 に よ り 地 方 公 共 団 体 に 対 し 貸 付 け を 行 つ

た 場 合 に は 、 当 該 貸 付 け の 対 象 で あ る 事 業 に 係 る 第 七 条 第 五 項 の 規

定 に よ る 国 の 補 助 に つ い て は 、 当 該 貸 付 金 の 償 還 時 に お い て 、 当 該

貸 付 金 の 償 還 金 に 相 当 す る 金 額 を 交 付 す る こ と に よ り 行 う も の と す

る 。 

７ 地 方 公 共 団 体 が 、 附 則 第 三 項 の 規 定 に よ る 貸 付 け を 受 け た 無 利 子

貸 付 金 に つ い て 、 附 則 第 四 項 及 び 第 五 項 の 規 定 に 基 づ き 定 め ら れ る

償 還 期 限 を 繰 り 上 げ て 償 還 を 行 つ た 場 合 （ 政 令 で 定 め る 場 合 を 除

く 。 ） に お け る 前 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 該 償 還 は 、 当 該 償 還

期 限 の 到 来 時 に 行 わ れ た も の と み な す 。 
 

る の は 「 百 分 の 五 十 七 ・ 五 （ 水 産 業 協 同 組 合 に あ つ て は 、 百 分 の 七

十 五 ） 」 と 、 「 百 分 の 八 十 」 と あ る の は 「 三 分 の 二 （ 水 産 業 協 同 組 合

に あ つ て は 、 百 分 の 八 十 ） 」 と 、 同 表 ㈢ 中 「 四 分 の 三 」 と あ る の は 「 十

分 の 五 ・ 七 五 」 と 、 同 表 ㈣ 中 「 百 分 の 九 十 」 と あ る の は 「 百 分 の 七

十 五 （ 国 に あ つ て は 、 百 分 の 八 十 ） 」 と 、 同 表 ㈤ か ら ㈦ ま で の 規 定 中

「 三 分 の 二 」 と あ る の は 「 十 分 の 五 ・ 五 」 と す る 。 

６ 国 は 、 当 分 の 間 、 地 方 公 共 団 体 に 対 し 、 第 九 条 第 四 項 の 規 定 に よ

り 国 が そ の 費 用 に つ い て 補 助 す る 事 業 で 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社 の 株

式 の 売 払 収 入 の 活 用 に よ る 社 会 資 本 の 整 備 の 促 進 に 関 す る 特 別 措 置

法 （ 昭 和 六 十 二 年 法 律 第 八 十 六 号 ） 第 二 条 第 一 項 第 二 号 に 該 当 す る

も の に 要 す る 費 用 に 充 て る 資 金 に つ い て 、 予 算 の 範 囲 内 に お い て 、

第 九 条 第 四 項 の 規 定 （ こ の 規 定 に よ る 国 の 補 助 の 割 合 に つ い て 、 こ

の 規 定 と 異 な る 定 め を し た 法 令 の 規 定 が あ る 場 合 に は 、 当 該 異 な る

定 め を し た 法 令 の 規 定 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） に よ り 国 が 補 助 す る 金 額

に 相 当 す る 金 額 を 無 利 子 で 貸 し 付 け る こ と が で き る 。 

７ （ 略 ） 

８ 前 項 に 定 め る も の の ほ か 、 附 則 第 六 項 の 規 定 に よ る 貸 付 金 の 償 還

方 法 、 償 還 期 限 の 繰 上 げ そ の 他 償 還 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 政 令 で 定

め る 。 

９ 国 は 、 附 則 第 六 項 の 規 定 に よ り 地 方 公 共 団 体 に 対 し 貸 付 け を 行 つ

た 場 合 に は 、 当 該 貸 付 け の 対 象 で あ る 事 業 に 係 る 第 九 条 第 四 項 の 規

定 に よ る 国 の 補 助 に つ い て は 、 当 該 貸 付 金 の 償 還 時 に お い て 、 当 該

貸 付 金 の 償 還 金 に 相 当 す る 金 額 を 交 付 す る こ と に よ り 行 う も の と す

る 。 

1
0 地 方 公 共 団 体 が 、 附 則 第 六 項 の 規 定 に よ る 貸 付 け を 受 け た 無 利 子

貸 付 金 に つ い て 、 附 則 第 七 項 及 び 第 八 項 の 規 定 に 基 づ き 定 め ら れ る

償 還 期 限 を 繰 り 上 げ て 償 還 を 行 つ た 場 合 （ 政 令 で 定 め る 場 合 を 除

く 。 ） に お け る 前 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 該 償 還 は 、 当 該 償 還

期 限 の 到 来 時 に 行 わ れ た も の と み な す 。 
 
 



  

別 表 （ 第 七 条 関 係 ） 
 ㈠ 港 湾 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 十 八 号 ） 第 四 十 二 条 第 一 項 及

び 第 二 項 、 第 四 十 三 条 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で 並 び に 第 五 十 二 条 第

二 項 第 一 号 、 第 二 号 、 第 五 号 及 び 第 六 号 に 規 定 す る 費 用 に つ い て 
   （ 表 略 ） 
 ㈡ 漁 港 漁 場 整 備 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 三 十 七 号 ） 第 二 十 条 第

二 項 及 び 第 三 項 に 規 定 す る 費 用 に つ い て 
   （ 表 略 ） 
 ㈢ 道 路 法 （ 昭 和 二 十 七 年 法 律 第 百 八 十 号 ） 第 五 十 六 条 に 規 定 す る

費 用 に つ い て 
   （ 表 略 ） 
 ㈣ 空 港 整 備 法 （ 昭 和 三 十 一 年 法 律 第 八 十 号 ） 第 六 条 第 一 項 、 第 八

条 第 一 項 及 び 第 四 項 並 び に 第 九 条 第 一 項 及 び 第 三 項 に 規 定 す る 費

用 に つ い て 
   （ 表 略 ） 
 ㈤ 義 務 教 育 諸 学 校 施 設 費 国 庫 負 担 法 （ 昭 和 三 十 三 年 法 律 第 八 十 一

号 ） 第 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 経 費 に つ い て 
   （ 表 略 ） 
 ㈥ 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 六 十 四 号 ） 第 五 十 条 第 九 号

及 び 第 五 十 一 条 第 五 号 に 規 定 す る 費 用 に つ い て 
   （ 表 略 ） 
 ㈦ 消 防 施 設 強 化 促 進 法 （ 昭 和 二 十 八 年 法 律 第 八 十 七 号 ） 第 二 条 に

規 定 す る 費 用 に つ い て 
   （ 表 略 ） 
 

別 表 （ 第 九 条 関 係 ） 
 ㈠ 港 湾 法 第 四 十 二 条 第 一 項 及 び 第 二 項 、 第 四 十 三 条 第 一 号 か ら 第

三 号 ま で 並 び に 第 五 十 二 条 第 二 項 第 一 号 、 第 二 号 、 第 五 号 及 び 第

六 号 に 規 定 す る 費 用 に つ い て 
   （ 表 略 ） 
 ㈡ 漁 港 漁 場 整 備 法 第 二 十 条 第 二 項 及 び 第 三 項 に 規 定 す る 費 用 に つ

い て 
   （ 表 略 ） 
 ㈢ 道 路 法 第 五 十 六 条 に 規 定 す る 費 用 に つ い て 
 
   （ 表 略 ） 
 ㈣ 空 港 整 備 法 第 六 条 第 一 項 、 第 八 条 第 一 項 及 び 第 四 項 並 び に 第 九

条 第 一 項 及 び 第 三 項 に 規 定 す る 費 用 に つ い て 
 
   （ 表 略 ） 
 ㈤ 義 務 教 育 諸 学 校 施 設 費 国 庫 負 担 法 第 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 経 費

に つ い て 
   （ 表 略 ） 
 ㈥ 児 童 福 祉 法 第 五 十 条 第 九 号 及 び 第 五 十 一 条 第 五 号 に 規 定 す る 費

用 に つ い て 
   （ 表 略 ） 
 ㈦ 消 防 施 設 強 化 促 進 法 第 二 条 に 規 定 す る 費 用 に つ い て 
 
   （ 表 略 ） 

 


